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１ 目 的 

  神奈川県では、１０月２５日から１１月３０日までを「基本的対策徹底

期間」と位置づけていることから、１０月２５日からの町立施設の利用制

限について、利用時間を通常どおりとしますが、感染のリバウンド（再拡

大）防止の観点から一部制限を当面の間継続することとしました。運営に

あたっては、基本的な感染防止対策を徹底してまいります。 

２ 内 容 

  別紙のとおり 

３ 実施期間 

  令和３年１０月２５日から 

４ 町長コメント 

  別紙のとおり 

５ 周知方法 

  ホームページ、メールマガジン、箱根町公式 LINEなど 

 

 

新型コロナウイルス感染症における町立施設の運営・利用等について 


